
住民票の写し

印鑑登録証明書

戸籍全部（個人）事項証明書※

戸籍附票※

市県民税の所得（課税）証明書

※戸籍関係証明書は、宍粟市に住所及び本籍を置かれて
　いる方のみ取得できます。

メンテナンス日を除く毎日

午前6：30～午後11：00

※戸籍関係証明書は午前8：30～午後5：15
※12月29日～翌年1月3日まではご利用いた
　だけません

取得できる証明書及び手数料

１通　300円

１通　300円

１通　450円

１通　300円

１通　300円

取　扱　店 利用できる日・時間

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

　（上記のコンビニエンスストアであれば市外
　　の店舗でも取得することができます。）

（メンテナンス日はホームページ等でお知らせします）

◇死亡者や転出者の住民票（除票）
◇除籍になっている戸籍関係証明書
◇マイナンバーや住民票コードの記載された住民票
◇ＤＶなどで交付制限がかかっている方の証明書
◇印鑑登録証明書は、印鑑登録をしていない方については、コンビニエンスストアでの取得はでき

ません。印鑑登録証明書が必要な方は、事前に市役所の窓口で登録してください。

◇所得（課税）証明書については、市県民税の課税資料が無い場合（未申告等）は、コンビニエン

スストアでの証明書の取得はできません。収入がない旨の証明書が必要な方につきましては、税

務課に事前申告をしてください。

以下の場合は、市役所又は各市民局・出張所の窓口で証明書の交付を受けてください。

コンビニエンスストアで取得できない証明書

マルチコピー機を

利用します！



◎コンビニエンスストア各種証明書交付に関するお問い合わせ先

◎本庁市民課及び税務課の発行業務にかかる窓口の開庁時間

＜住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍関係証明書について＞
● 宍粟市役所　市民課　市民係　　　　☎ ６３－３１００　　FAX ６３－２５１１
● 一宮市民局　まちづくり推進課　　　☎ ７２－１０００　　FAX ７２－１５９６
● 波賀市民局　まちづくり推進課　　　☎ ７５－２２２０　　FAX ７５－３５９９
● 千種市民局　まちづくり推進課　　　☎ ７６－２２１０　　FAX ７６－８０２０

＜市県民税の所得（課税）証明書について＞
● 宍粟市役所　税務課　市民税係　　　☎ ６３－３１２４　　FAX ６２－２８６６

窓口の開庁時間は午前８時３０分～午後５時１５分です。
＜問い合わせ先＞

● 市民課　　☎ ６３－３１００　　FAX ６３－２５１１
● 税務課　　☎ ６３－３１２４　　FAX ６２－２８６６

現在お持ちいただいております印鑑登録証カードについては、市役所又は各市民局・出張所
の窓口で引き続きご使用いただけますので、大切に保管しておいてください。

◎印鑑登録をされている方について


